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人

次
問
題
の
所
在
と
本
稿
の
趣
旨

藤
原
式
家
点
、
菅
原
家
点
と
の
比
較

大
江
家
訓
法
に
基
く
可
能
性
に
つ
い
て

仏
家
訓
法
の
混
入
に
つ
い
て

総
括
と
今
後
の
課
題

「
　
問
題
の
所
在
と
本
稿
の
趣
旨

（1）

大
谷
大
学
所
蔵
の
「
三
教
指
帰
注
集
」
は
、
近
年
、
佐
藤
義
寛
氏
に
よ
る
翻
刻
・
解
説
と
共
に
全
文
の
影
印
が
公
刊
さ
れ
、
広
く
そ
の
存

在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
は
空
海
作
「
三
教
指
帰
」
の
有
注
本
の
一
つ
で
あ
り
、
成
安
注
と
称
せ
ら
れ
る
本
の
院
政
期
の
写
本

で
あ
り
、
全
巻
を
有
し
て
い
る
。
三
教
指
帰
の
古
注
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
院
政
期
に
成
立
し
た
、
成
安
注
、
敦
光
注
（
勘
注
抄
）
、
覚
明
注

の
三
注
が
知
ら
れ
、
こ
の
内
成
安
注
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
由
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も

本
書
は
重
要
な
写
本
で
あ
る
が
、
三
教
指
帰
の
本
文
を
総
て
掲
げ
、
そ
の
本
文
と
注
と
に
全
巻
に
亘
っ
て
比
較
的
詳
密
な
訓
点
が
施
さ
れ
て

お
り
、
国
語
学
上
も
有
益
な
資
料
と
目
さ
れ
る
。
本
書
の
書
誌
に
つ
い
て
は
佐
藤
義
寛
氏
の
右
解
説
に
詳
し
い
の
で
、
大
部
分
を
同
解
説
に



従
い
、
必
要
な
所
を
述
べ
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

本
書
は
三
教
指
帰
の
巻
上
、
巻
中
、
巻
下
三
巻
に
対
応
し
て
巻
上
、
巻
中
、
巻
下
に
分
た
れ
、
巻
上
は
更
に
本
、
末
に
分
割
さ
れ
て
全
四

帖
と
な
っ
て
い
る
。
長
承
二
年
（
二
三
三
）
（
⊥
二
年
に
厳
寛
な
る
僧
侶
に
よ
っ
て
書
写
、
移
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

（
巻
上
末
）
長
承
二
年
二
月
四
日
於
弥
勤
寺
谷
房
吉
寓
畢
／
金
剛
仏
子
厳
寛
之
／
行
年
六
十
四
／
同
十
一
月
七
日
辰
刻
移
鮎
畢

（
巻
下
）
長
承
三
年
六
月
七
日
於
弥
勒
寺
谷
房
書
寓
畢
／
金
剛
仏
子
厳
寛
肇
六
十

等
の
各
帖
の
奥
書
よ
り
知
ら
れ
る
。
訓
点
に
は
仁
和
寺
で
起
っ
た
円
堂
点
が
、
朱
仮
名
、
墨
仮
名
と
共
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
細
か
く
見
れ

（2）

ば
、
原
則
的
に
墨
仮
名
に
て
加
点
さ
れ
て
い
る
部
分
と
、
朱
円
堂
点
と
朱
仮
名
と
の
併
用
に
て
加
点
さ
れ
て
い
る
部
分
と
が
あ
る
。
一
方
、

注
の
撰
者
で
あ
る
僧
成
安
に
よ
る
序
文
に
は
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
の
年
紀
が
あ
り
、
本
書
成
立
か
ら
五
十
年
足
ら
ず
後
の
加
点
本
で
あ
る

こ
と
が
分
る
。

こ
の
成
安
の
序
文
に
つ
い
て
は
、
実
は
こ
の
序
は
「
南
岳
房
」
の
作
で
あ
る
旨
の
、
厳
寛
の
記
述
が
、
巻
上
本
の
表
紙
見
返
や
同
巻
奥
書

部
分
に
存
す
る
。
こ
の
南
岳
房
と
は
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
に
空
海
作
の
漠
詩
文
集
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
」
十
巻
の
末
尾
三
巻
が
散
逸
し

（3）

て
い
た
の
に
対
し
て
「
統
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
間
抄
」
三
巻
を
編
み
、
ま
た
「
三
教
指
帰
顕
鏡
紗
」
を
著
す
な
ど
、
空
海
の
著
作
に
対
し
て

多
く
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
、
仁
和
寺
の
南
岳
房
律
師
済
邁
（
一
〇
二
五
～
二
二
五
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
安
の
序
文
の
中
に

は
、
「
一
禅
僧
」
の
要
請
に
よ
っ
て
こ
の
集
注
を
成
し
た
旨
の
記
述
が
あ
り
、
佐
藤
義
寛
氏
は
こ
の
一
禅
僧
も
済
遥
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
の
成
立
に
は
済
蓮
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
日
本
雅
幸
氏
は
、
空
海
撰
述
書
の
訓
読
に
関
す
る
一
連
の

（4）

研
究
に
お
い
て
、
円
堂
点
加
点
の
空
海
撰
述
書
の
祖
点
は
済
進
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
訓
点
が
何
に
基

く
も
の
か
厳
寛
の
奥
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
本
書
の
成
立
自
体
に
済
過
が
関
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
訓
点

は
、
日
本
氏
の
御
説
に
も
関
っ
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
成
安
、
厳
寛
と
も
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
厳
寛
は
東
寺
観
智
院

蔵
「
五
大
尊
事
」
（
第
二
八
二
箱
1
）
　
の
奥
書
に
も
、

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌

倉

時

代

語

研

究

永
久
六
年
≡
∵
八
）
正
月
十
九
日
於
弥
勒
寺
谷
房
書
写
了
／
監
訂
僧
都
御
抄
也
入
室
厳
寛

と
見
え
て
い
る
由
で
あ
り
、
済
道
の
弟
子
と
見
ら
れ
る
。

二
七
四

と
こ
ろ
で
、
三
教
指
帰
は
、
漢
籍
を
始
め
と
す
る
多
く
の
典
籍
を
文
章
中
に
織
り
込
み
、
取
分
け
文
選
は
文
体
に
お
い
て
も
範
と
さ
れ
て
、

勝
れ
た
餅
麗
文
に
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
書
の
三
教
指
帰
本
文
で
見
れ
ば
、
次
掲
が
文
選
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。

ハ

　

ナ

　

タ

　

リ

　

　

　

ト

マ

カ

フ

ラ

タ

カ

ニ

　

　

　

ト

オ

ト

カ

ヒ

ソ

リ

　

　

ト

マ

ス

［

＝

∪

チ

リ

折
（
入
軽
）
額
（
入
）
高
（
平
蛭
）
－
匡
（
平
）
鎖
（
平
）
瞑
（
平
）
隅
（
平
濁
）
目
　
（
下
3
ウ
1
）

（5）

八
苦
陵
部
蔵
文
選
応
永
～
永
享
点
）

ノ
　
ト
タ
ケ
ク
　
ト
タ
チ
カ
ミ
ア
テ
ク
　
ト
マ
ス
ミ
タ
チ
　
ト
マ
カ
フ
ラ
タ
カ
ナ
ル
二

及
二
其
猛
－
毅
髪
】
常
　
隅
－
目
　
高
－
旺
一
　
（
巻
二
・
西
京
賦
）

ニ

シ

テ

　

　

　

　

　

ス

察
澤
山
東
之
匹
夫
也
頗
－
瞑
折
l
額
　
沸
－
唾
流
－
抹
（
巻
四
十
五
・
揚
雄
解
嘲
）

し
か
も
、
本
書
の
こ
の
部
分
の
訓
読
が
、
少
く
と
も
「
高
匡
」
「
隅
目
」
は
、
文
選
の
博
士
家
の
訓
法
に
基
い
た
文
選
読
で
あ
る
こ
と
も
明
ら

（6）

か
で
あ
る
。
一
方
注
の
方
は
、
そ
の
殆
ど
が
漢
籍
を
中
心
と
す
る
関
連
の
典
籍
の
引
用
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
右
に
つ
い
て
は
文
選
の
当
該

部
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、

水
波
也

ノ
ホ
ル
　
に
　
　
　
ナ
ミ
ク
ヰ
ウ
　
　
　
と
し
て
　
ス

「
裏
陵
之
・
汰
淘
（
平
）
々

不
息
．
注
云
史
記
云
帝
（
去
〉
尭
（
平
濁
）
之
時
鴻
水
沼
　
天
．
浩
々
　
懐
山
・
裏
隊
．
九
年
　
而
水
不
息
．
（
下
6
0
ウ

ハ
ヒ
コ
レ
リ
　
に
　
　
　
　
と
し
て
カ
ネ
　
を
　
　
る
　
に
　
　
　
　
マ
テ
こ

2）

（7）

へ
書
陵
部
蔵
史
記
永
正
点
）

テ

　

　

　

ニ

　

　

　

ハ

ヒ

コ

レ

リ

ニ

　

　

ト

シ

テ

カ

ネ

　

ヲ

ノ

ホ

ル

ニ

　

　

　

　

　

マ

テ

ニ

シ

テ

　

　

　

ヤ

畢
南
桑
之
時
一
・
鴻
－
水
潜
　
レ
天
．
浩
】
々
　
懐
レ
山
裏
レ
陵
・
（
中
略
）
九
－
年
　
而
水
不
レ
息
．
（
巻
二
夏
本
紀
1
ウ
）

で
は
（
合
点
の
附
さ
れ
た
「
裏
」
以
下
「
注
云
」
の
上
ま
で
が
三
教
指
帰
本
文
）
、
下
敷
き
に
さ
れ
た
史
記
の
当
該
部
が
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
引
用
さ
れ
た
史
記
の
条
の
訓
法
が
、
博
士
家
の
訓
法
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
り
、
更
に
は
、
三
教
指
帰
本
文
の
「
裏
」
の
「
ノ



（8）

ボ
ル
」
　
の
読
み
も
、
そ
の
博
士
家
訓
に
基
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

筆
者
は
、
我
が
国
に
お
い
て
作
製
さ
れ
た
漢
詩
文
の
訓
法
や
そ
の
成
立
が
如
何
に
あ
っ
た
の
か
、
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
意
図

（9）

を
持
っ
て
い
る
。
三
教
指
帰
は
空
海
作
の
仏
教
優
位
を
説
く
書
と
い
う
こ
と
で
仏
書
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
文
章
は
漢
詩
文
で
あ
り
、
し

か
も
僧
侶
の
間
で
訓
読
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
訓
法
に
は
大
い
に
関
心
の
あ
る
所
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
状
況

を
見
る
に
、
本
書
の
よ
う
な
有
注
本
に
引
用
さ
れ
た
典
籍
、
取
分
け
漢
籍
の
訓
法
が
如
何
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

が
、
三
教
指
帰
本
文
の
訓
法
を
考
え
る
上
で
も
必
要
な
一
要
素
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
築
島
裕
博
士
は
、

天
理
図
書
館
所
蔵
の
仁
平
四
年
（
二
五
四
）
醍
醐
寺
僧
讃
円
書
写
、
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
加
点
の
「
三
教
指
帰
」
　
に
つ
い
て
、
紀
伝
点

（10）

が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
訓
の
特
質
か
ら
紀
伝
道
の
博
士
家
の
訓
説
を
継
承
し
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
月
本
雅
章

氏
は
、
多
数
の
漢
詩
を
例
文
と
し
て
引
用
す
る
空
海
撰
述
の
漢
詩
文
作
法
書
「
文
鏡
秘
府
論
」
の
高
山
寺
蔵
長
寛
三
年
（
二
六
五
）
写
本
や

へ
〓
」

書
陵
部
蔵
院
政
期
写
本
に
お
い
て
、
円
堂
点
の
中
に
一
部
古
紀
伝
点
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
小
林
芳
規
博

士
は
、
醍
醐
寺
蔵
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
」
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
点
に
お
い
て
、
覚
蓮
房
聖
範
の
訓
説
に
基
く
訓
点
に
対
し
て
藤
原
式
家
敦

（12）

周
の
訓
点
を
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
　
に
併
記
し
て
い
る
（
ま
た
菅
原
為
長
の
訓
点
を
も
校
合
し
て
い
る
）
　
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

（13）

の
指
摘
も
思
い
合
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
検
討
自
体
は
、
博
士
家
に
よ
る
漢
籍
の
訓
読
が
、
僧
侶
の
間
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

（14）

継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
自
体
の
意
義
も
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
に
よ
り
、
大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
（
以
下
、
大
谷
本
成
安
注
と
称
す
）
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
一
つ
と
し

て
史
記
を
選
び
、
そ
の
訓
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
種
々
漢
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
中
で
今
回
史
記
を
検
討
対
象
と
し
た
の
は
、
史
記
は

（15）

引
用
件
数
も
多
く
、
引
用
さ
れ
た
文
章
も
概
し
て
長
い
う
え
、
史
記
全
巻
に
つ
い
て
博
士
家
の
訓
法
を
伝
え
る
点
本
　
－
　
具
体
的
に
は
先
に

も
掲
げ
た
藤
原
式
家
英
房
の
点
を
伝
え
る
書
陵
部
蔵
史
記
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
～
十
五
年
三
条
西
実
隆
写
本
が
現
存
し
て
い
て
、
そ
れ
と

の
訓
法
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
は
、
菅
原
家
訓
を
伝
え
る
か
と
見
ら
れ
て
い
る
高
山
寺
蔵
史
記
周
本
紀
（
巻
四
）
鎌
倉
初

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
六

（16）
期
点
の
よ
う
に
、
藤
原
式
家
以
外
の
訓
法
を
伝
え
る
点
本
も
一
部
の
巻
現
存
し
て
お
り
、
更
に
そ
れ
と
の
比
較
も
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
大
谷
本
成
安
注
に
関
連
し
て
は
、
前
田
家
尊
経
閣
文
庫
に
も
、
仁
和
寺
心
蓮
院
旧
蔵
の
成
安
注
の
巻
下
の
み
の
鎌
倉
初
期
写
本
（
以

（17）

下
、
前
田
本
成
安
注
と
称
す
）
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
太
田
次
男
氏
に
よ
る
解
説
、
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
説
に
よ
れ

（18）

ば
、
円
堂
点
同
様
仁
和
寺
で
発
生
し
主
に
仁
和
寺
で
使
用
さ
れ
た
浄
光
房
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
由
で
あ
る
（
但
し
紀
伝
点
の
「
コ
ト
」

点
の
混
入
か
と
さ
れ
る
点
も
存
す
る
由
）
。
巻
末
に
「
仁
和
寺
／
心
蓮
院
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
他
に
奥
書
は
な
い
。
こ
れ
を

大
谷
本
成
安
注
と
比
較
し
て
み
る
と
、
大
谷
本
が
三
教
指
帰
本
文
の
頭
に
朱
合
点
を
附
す
の
に
対
し
て
、
前
田
本
は
三
教
指
帰
の
頭
に
は
大

き
目
の
朱
星
点
を
置
き
、
注
の
頭
の
方
に
朱
合
点
（
鈎
点
）
を
附
す
と
い
う
相
違
点
が
あ
る
。
し
か
し
内
容
は
殆
ど
同
一
で
あ
り
、
大
谷
本
に

存
す
る
欄
外
の
書
込
み
も
、
前
田
本
に
殆
ど
同
様
に
存
す
る
（
但
し
大
谷
本
に
は
書
込
む
位
置
を
誤
っ
た
所
が
あ
る
）
。
し
か
も
、
大
谷
本
は
円
堂

点
を
用
い
、
前
田
本
は
浄
光
房
点
を
用
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
の
訓
を
比
較
す
る
と
殆
ど
が
一
致
し
て
お
り
、
同
一
の
視
点
よ
り
出

（19）

で
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
南
本
と
も
誤
写
、
誤
点
が
間
々
存
す
る
が
、
両
本
の
対
校
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
箇
所
も
あ
り
、
以
下
必
要
に
応
じ

て
前
田
本
成
安
注
も
参
考
に
掲
げ
る
。

二
、
藤
原
武
家
点
、
菅
原
家
点
と
の
比
較

大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
が
、
博
士
家
点
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
、
上
掲
の
夏
本
紀
の
例
で
も
伺
わ
れ
る
如
く
で
あ
る

が
、
例
え
ば
次
掲
例
も
、
書
陵
部
蔵
永
正
点
と
良
く
一
致
し
て
い
る
（
以
下
大
谷
本
成
安
注
は
八
大
谷
本
）
と
し
て
史
記
の
引
用
の
必
要
箇
所
の
み

を
掲
げ
、
史
記
の
書
陵
部
蔵
永
正
点
は
（
永
正
点
）
と
し
て
掲
げ
る
）
。

シ

テ

　

　

　

　

ヲ

　

　

　

　

天

ホ

シ

、

こ

ス

　

ヲ

八
大
谷
本
）
而
臨
　
　
九
侯
．
（
中
略
）
井
腑
　
郡
侯
〔
人
）
．
（
下
2
0
オ
7
・
2
0
ウ
1
）
　
（
前
田
本
で
は
「
酷
」
の
訓
は
「
シ
、
ヒ
シ
ホ
こ
す
」
）

シ
ヽ
ヒ
シ
ホ
ニ

シ

テ

シ

、

ヒ

シ

ホ

ニ

ス

　

　

ヲ

　

　

　

　

　

ア

テ

ホ

シ

、

ニ

ス

　

　

　

　

ヲ

（
永
正
点
）
而
塩
　
　
九
－
侯
」
　
（
中
略
）
井
腑
l
l
　
都
（
入
）
l
侯
」
　
（
巻
三
股
本
紀
1
1
オ
）



「
塩
シ
、
ヒ
シ
ホ
こ
（
ス
）
」
「
腑
ホ
シ
、
ニ
ス
」
の
訓
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、

カ

　

ヨ

イ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヵ

ヲ

八
大
谷
本
）
太
史
公
自
余
悲
伯
夷
〔
人
〕
叔
脅
〔
人
〕
之
意
．
（
上
末
2
0
オ
6
）

カ

　

イ

ル

　

ニ

　

　

　

　

テ

　

　

　

　

　

ヲ

（
永
正
点
）
太
上
兇
l
公
日
・
余
撃
箕
山
一
（
中
略
）
余
悲
二
白
⊥
夷
叔
賛
之
意
1
（
「
叔
賛
」
は
「
本
有
」
と
し
て
補
入
）
（
巻
六
十
一
老
子
伯
夷
列

ヨ

で
は
、
古
い
訓
法
の
残
存
と
さ
れ
る
助
詞
「
イ
」
を
読
添
え
る
「
余
ヨ
イ
」
の
訓
癖
が
、
永
正
点
（
右
訓
）
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
も
博
士

家
点
に
基
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
を
永
正
点
と
比
較
す
る

と
、
全
体
と
し
て
は
概
し
て
一
致
度
は
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
読
添
語
な
ど
細
か
い
点
に
注
目
す
れ
ば
、
例
え
ば
、

グ

ソ

ク

ム

ニ

ヲ

八
大
谷
本
）
安
能
教
我
射
乎
．
（
上
末
1
3
ウ
4
）

イ

　

　

ン

　

カ

コ

ト

ヲ

ヤ

（
永
正
点
）
安
－
能
教
二
我
射
一
乎
．
（
巻
四
周
本
紀
3
2
ウ
）

の
大
谷
本
「
我
ニ
」
、
永
正
点
「
我
カ
」
の
よ
う
に
不
一
致
の
箇
所
も
間
々
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
不
一
致
が
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
、
即
ち
、

基
い
た
博
士
家
点
の
系
統
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
谷
本
成
安
注
に
お
い
て
訓
法
の
変
質
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
を
、
藤
原
式
家
の
訓
法
を
伝
え
る
永
正
点
と
、
菅
原
家
の
訓
法

を
伝
え
る
と
見
ら
れ
る
高
山
寺
蔵
周
本
紀
鎌
倉
初
期
点
と
の
両
者
と
比
較
し
、
い
ず
れ
か
「
不
で
も
不
一
致
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
整
理
検

（21）

討
し
て
み
る
。
な
お
右
、
高
山
寺
蔵
本
が
巻
四
の
周
本
紀
の
み
で
あ
る
の
で
、
検
討
対
象
は
巻
四
に
限
定
さ
れ
る
。
因
み
に
、
史
記
に
は
延

久
五
年
（
二
U
七
三
）
大
江
家
国
加
点
の
呂
后
本
紀
（
巻
九
）
、
孝
文
本
紀
（
巻
十
）
、
孝
景
本
紀
（
巻
十
一
）
が
存
在
し
、
こ
の
三
巻
に
つ
い
て

は
大
江
家
の
訓
法
を
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
残
念
な
が
ら
大
谷
本
成
安
注
に
は
こ
の
三
巻
よ
り
の
引
用
は
存
し
な
い
。

ま
ず
、
Ⅲ
永
正
点
に
一
致
し
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
に
不
二
敦
の
も
の
、
望
同
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
に
姦
し
永
正
点
に
不
一
致
の
も
の

を
掲
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
（
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
は
〈
鎌
倉
初
期
点
〉
と
し
て
掲
げ
ヲ
コ
ト
点
と
仮
名
点
と
が
重
複
す
る
部
分
は
繁
を
避
け
て

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七

伝
6
ウ
）

（
ワ
）
レ

（20）



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

仮
名
点
を
省
略
す
る
）
。

Ⅲ
永
正
点
に
一
致
し
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
に
不
一
致
の
も
の
　
（
3
例
）

二
七
八

①②

八
大
谷
本
）

・

＿

一

日
善
．
（
上
末
1
3
ウ
3
）

ク
イ
ル
ト
イ
フ

皆
目
善
射
　
　
（
上
兼
1
3
ウ
2
）

ム
ヲ

③
　
生
昌
．
（
下
2
9
ウ
7
）

（
永
正
点
巻
四
）

シ

日
．
善
．
（
3
2
ウ
）

ク

　

　

ユ

ミ

イ

ル

ト

云

皆
目
善
－
射
　
　
（
3
2
ウ
）

ム

　

ヲ

生
レ
昌
（
3
オ
）

佃
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
に
一
致
し
永
正
点
に
不
一
致
の
も
の
　
（
5
例
）

モ
ス
タ
レ
ナ
ム

④
　
百
－
費
息
．
　
（
上
末
1
3
ウ
6
）

マ
テ
こ

⑤
　
日
中
　
（
下
1
5
ウ
2
）

シ
ハ
ラ
ク
ア
リ
テ

⑥
　
少
－
焉
　
（
上
末
1
3
ウ
5
）

ス

ル

コ

ト

　

ヘ

ム

ト

ニ

⑦
　
欲
l
∴
＝
侍
　
昌
〔
人
〕
一
（
下
3
0
オ
2
）

ム

ニ

ヲ

⑧
　
教
我
射
乎
．
（
上
末
1
3
ウ
4
）

ニ
ス
タ
レ
ナ
ン
カ

百
－
賛
轟
息
　
　
（
3
3
オ
）

マ
テ
こ
シ
テ

日
－
中
　
　
　
（
3
ウ
）

シ
バ
ラ
ク
ア
テ

少
焉
　
（
3
2
ウ
）

コ

ト

ヲ

　

マ

ク

こ

欲
二
…
侍
も
日
．
（
3
ウ
）

ン

　

カ

コ

ト

ヲ

ヤ

教
二
我
射
一
乎
．
（
3
2
ウ
）

（
鎌
倉
初
期
点
）

ク日
．
善
（
去
）
．
（
6
5
7
行
）

ク
ユ
ミ
イ
ル
ト

皆
目
・
善
射
．
　
（
6
5
6
行
）

メ
リ
シ
ヤ
ウ
を

生
レ
昌
（
平
蛭
）
．
（
4
0
行
）

ハ
イ
　
　
　
コ
ト
く
ク
に
ス
タ
レ
ナ
ム

百
－
登
（
去
）
志
　
　
息
．
（
6
6
2
行
）

日
（
入
濁
）
中
・
（
5
0
行
）

シ
バ
テ
ク
ア
リ
て

少
壬
焉
　
（
6
6
0
行
）

ス
ル
こ
と
を
ツ
タ
へ
む
と
　
に

欲
三
…
侍
二
　
昌
ニ
（
4
2
行
）

ヲ
シ
ヘ
ム
　
レ
に
ユ
ミ
イ
ル
こ
と
を
　
ヤ

教
二
我
射
一
　
乎
．
（
睨
行
）

Ⅲ
が
3
例
、
佃
は
5
例
と
、
後
者
が
若
干
多
い
が
、
い
ず
れ
も
少
例
ず
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
大
谷
本
が
鎌
倉
初
期
点
即
ち
菅
原
家
点

に
よ
り
近
い
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
後
述
の
如
く
、
永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
の
い
ず
れ
に
も
一
致
し
な
い
例
の
方
が
右
よ
り
も

圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

小
林
芳
規
博
士
は
、
同
一
の
漢
籍
に
対
す
る
博
士
家
各
家
の
訓
法
を
比
較
さ
れ
、
紀
伝
に
お
け
る
藤
原
家
と
菅
原
家
と
の
訓
法
の
特
徴
・

相
違
点
と
し
て
、

㈹
藤
原
家
が
和
訓
読
が
多
い
の
に
対
し
菅
原
家
は
字
音
読
が
多
い

回
藤
原
家
の
方
が
読
添
語
（
「
リ
」
「
コ
ト
」
を
除
く
）
　
の
数
・
種
類
が
多
い



困
一
方
「
リ
」
「
コ
ト
」
の
読
添
え
は
菅
原
家
の
方
が
多
い

国
藤
原
家
が
文
を
中
止
連
続
形
式
に
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
菅
原
家
は
終
止
形
式
に
し
て
文
を
短
く
切
る
こ
と
が
多
い

囲
菅
原
家
は
略
音
形
を
多
く
用
い
る

コ

レ

　

　

モ

ノ

0
藤
原
家
が
「
之
」
「
者
」
を
訓
ず
る
場
合
が
あ
る
の
に
対
し
て
菅
原
家
は
不
読
と
す
る

（22）

な
ど
の
点
を
帰
納
せ
ら
れ
、
菅
原
家
の
方
が
よ
り
訓
読
調
が
勝
る
と
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
家
に
は
式
家
の
ほ
か
両
家
、
日
野
家
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
間
に
も
細
か
い
相
違
が
存
す
る
由
で
あ
る
が
、
右
の
諸
点
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

上
掲
田
畑
に
つ
い
て
右
と
照
合
す
る
と
、
Ⅲ
の
大
谷
本
の
訓
法
が
永
正
点
即
ち
藤
原
式
家
点
と
一
致
す
る
例
の
内
、
①
は
「
善
」
が
字
音

読
に
対
し
て
和
訓
読
と
い
う
こ
と
で
川
に
、
②
は
「
射
」
の
訓
の
読
添
語
が
鎌
倉
初
期
点
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
回
に
、
③
は
「
生
」

の
訓
に
「
リ
」
を
読
添
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
再
に
関
す
る
例
と
な
り
、
3
例
と
も
正
に
藤
原
家
訓
の
特
徴
を
示
す
例
と
見
得
る
（
但
し
①
で

鎌
倉
初
期
点
が
去
声
点
を
差
声
し
て
い
る
の
は
字
義
を
示
す
た
め
で
あ
っ
て
字
音
読
を
示
す
も
の
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
）
。
一
方
佃
の
大
谷
本
の

訓
法
が
鎌
倉
初
期
点
即
ち
菅
原
家
点
と
一
致
す
る
例
の
内
、
④
は
末
尾
に
助
詞
「
カ
」
を
読
添
え
な
い
訓
法
と
い
う
こ
と
で
回
に
関
わ
り
、

正
に
菅
原
家
訓
の
特
徴
を
示
す
例
と
見
得
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
見
て
も
Ⅲ
佃
の
大
谷
本
の
訓
法
に
は
、
藤
原
家
訓
に
特
徴
的
な
訓
法
に

一
致
す
る
も
の
と
、
菅
原
家
訓
に
特
徴
的
な
訓
法
に
一
致
す
る
も
の
と
の
両
者
が
存
在
し
、
全
体
と
し
て
い
ず
れ
に
よ
り
近
い
と
も
言
い
難

い
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
、
上
に
も
述
べ
た
如
く
、
実
は
大
谷
本
が
永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
の
両
点
に
不
二
致
で
あ
る
例
の
方
が
多
く
、
特
に
次
掲
畑
の
如

く
、
永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
は
一
致
し
て
い
て
大
谷
本
が
こ
れ
に
不
一
致
の
も
の
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
不
一
致
の

訓
法
を
分
類
し
て
（
a
～
n
）
夫
々
適
宜
抜
粋
例
を
掲
げ
、
上
掲
の
藤
原
家
訓
と
菅
原
家
訓
と
の
相
違
点
の
～
再
に
関
連
す
る
項
目
に
は
「
1

㈹
」
等
を
附
記
す
る
。

㈲
永
正
点
、
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
は
一
致
し
て
い
て
、
こ
れ
に
不
一
致
の
も
の
（
3
6
例
）

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て

二
七
九



a

鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

八
大
谷
本
）
和
訓
読
、
（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
字
音
読
（
3
例
）
　
1
川

二
八
〇

八
大
谷
本
）

ヒ

ト

　

ヤ

⑨
　
備
（
上
）
里
（
上
）
　
（
上
本
2
2
ウ
4
）

イ

ウ

　

　

H

ソ

（
右
訓
に
つ
い
て
）

ム
ネ

⑩
　
其
蹄
（
上
末
1
1
オ
頭
注
）

（
永
正
点
）

イ

フ

こ

麦
里
　
（
5
ウ
）

ス
ル
モ
ノ

其
蹄
　
　
（
1
9
オ
）

（
鎌
倉
初
期
点
）

イ

ウ

　

　

　

に

腐
（
上
）
－
里
　
（
8
0
行
）

ノ
ク
ヰ
ス
ル
モ
ノ

其
蹄
（
平
軽
）
　
（
3
6
9
行
）

b

（
⑩
は
文
意
の
取
り
方
も
大
き
く
異
な
る
例
、
後
掲
⑳
参
照
）

八
大
谷
本
）
字
音
読
、
（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
和
訓
読
（
2
例
）
　
1
㈹

ハ

イ

シ

テ

モ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

テ

⑪
　
「
療
（
去
）
　
（
上
末
1
3
ウ
6
）
　
　
　
　
一
－
登
（
3
3
オ
）

タ
ヒ
ハ
ナ
て

一
費
　
（
6
6
1
行
）

C

八
大
谷
本
）
「
リ
」
「
コ
ト
」
以
外
の
読
添
語
あ
り
、
（
永
正
点
）

カ

ツ

キ

ニ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

ツ

キ

⑳
　
我
世
　
（
下
3
0
オ
1
）
　
　
　
　
　
　
　
我
▲
世
（
3
ウ
）

（
ほ
か
「
モ
」
2
例
（
1
⑪
）
、
「
テ
」
1
例
、
「
ム
月
利
」
1
例
）

（
鎌
倉
初
期
点
）
な
し
　
（
5
例
）
　
1
回

か
ツ
キ

我
世
・
（
4
1
行
）

d

八
大
谷
本
）
「
リ
」
「
コ
ト
」

レ
リ
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
　
　
ヘ
ム
ト

以
外
の
読
添
語
な
し
、
（
永
正
点
）

（
鎌
倉
初
期
点
）
あ
り
（
5
例
）
　
1
回

e

⑬
　
知
三
…
欲
二
　
…
俸
　
（
下
3
0
オ
2
）

タ

フ

シ

　

シ

　

　

　

ヲ

⑭
　
朴
　
師
（
平
）
武
（
上
末
1
3
ウ
7
）

（
ほ
か
　
「
テ
」
3
例
）

八
大
谷
本
）
「
リ
」
以
外
を
読
添
え
る
、

ラ

ム

　

リ

　

　

ヲ

ノ

ハ

⑮
　
取
…
菰
（
平
）
石
者
　
（
上
末
1
3
ウ
7
）

セ
キ

テ
　
　
　
　
　
コ
ト
ヲ
　
　
　
　
マ
ク

知
三
…
欲
二
…
博
一

（
3
ウ
）

タ

フ

シ

テ

　

　

ヲ

朴
＝
師
武
一
・
（
3
3
オ
）

て
　
　
　
　
ス
ル
こ
と
を
　
　
ツ
タ
へ
む
と

知
四
…
欲
三
　
…
博
二
　
（
4
2
行
）

タ

フ

シ

て

　

　

　

を

朴
（
汁
）
ニ
師
武
一
．
（
6
6
2
行
）

（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
潮
点
）
「
リ
」
を
読
添
え
る
（
1
例
）
　
↓
困

レ

ル

ハ

　

　

　

ヲ

　

ハ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

レ

ル

　

リ

を

は

取
二
…
離
石
一
者
・
（
3
3
オ
）
　
　
　
　
取
ニ
∴
＝
離
石
一
者
（
6
6
2
行
）

八
大
谷
本
）
「
リ
」
　
「
コ
ト
」
を
読
添
え
る
、

メ

リ

　

　

　

　

　

ヲ

⑯
　
生
…
季
（
去
）
暦
．
（
下
2
9
ウ
7
）

（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
読
添
語
が
無
い
か
他
の
語
を
読
添
え
る
　
（
3
例
）
　
1
両

ム

　

　

　

　

ヲ

生
二
…
季
歴
‥
（
3
オ
）

ウ

ム

　

　

　

　

　

レ

キ

を

生
l
∴
‥
季
（
上
）
暦
」
　
（
3
9
行
）



オ
ケ
ル
コ
ト

⑰
　
刑
（
平
）
錯
　
　
（
下
2
8
ウ
4
）

ヲ
イ
テ

刑
（
平
）
錯
　
（
1
4
ウ
）

オ
イ
て

刑
（
平
）
・
錯
　
（
2
5
8
行
）

（
ほ
か
「
リ
」
1
例
（
1
⑱
）
）

g
　
八
大
谷
本
）
終
止
形
式
、
（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
中
止
連
続
形
式
（
3
例
）

レ

リ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

テ

⑩
　
虞
仲
・
知
三
…
一
乃
…
（
下
3
0
オ
2
）
　
　
虞
－
仲
知
三
…
一
乃
…
（
3
ウ
）

1
日

ク

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て

虞
（
平
濁
）
－
仲
（
去
）
・
知
四
…
一
乃
・
‥
（
4
2
行
）

（
ほ
か
　
「
ユ
ク
」
・
「
ユ
イ
テ
」
、
「
・
ズ
」
・
「
…
ズ
シ
テ
」
各
1
例
）

h
八
大
谷
本
）
「
ヲ
」
を
読
添
え
る
、
（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
「
ニ
」
を
読
添
え
る

ノ

リ

ト

ル

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヲ

⑩
　
則
　
…
々
（
公
）
季
（
去
）
之
法
．

（
下
1
5
ウ
1
）

レ

　

　

　

　

　

　

こ

則
二
…
公
季
之
法
‥
（
3
ウ
）

（
2
例
）

ノ

ト

ル

　

　

　

　

　

　

　

ハ

フ

に

則
ニ
…
々
（
公
）
季
之
法
（
入
軽
）
」
　
（
4
9
行
）

i
　
八
大
谷
本
）
略
音
形
を
用
い
な
い
、

タ
ス
テ
ラ
レ
ナ
ム

⑳
　
志
棄
　
　
（
上
末
1
4
オ
1
）

（23）

（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
用
い
る
　
（
1
例
）

ニ
ス
タ
レ
ナ
ム

遼
弄
．
　
（
3
3
オ
）

1
囲

コ
ト
／
＼
に
ス
タ
レ
ナ
ム

志
・
弄
．
　
（
6
6
5
行
）

j
八
大
谷
本
）
「
者
」
を
「
モ
ノ
」
と
読
む
、

k
　
八
大
谷
本
）
「
之
」
を
「
コ
レ
」
と
読
む
、

テ

　

　

こ

⑳
　
皆
往
蹄
之
．
（
下
1
5
ウ
曇

シ

テ

　

　

ヲ

⑳
　
王
而
行
之
　
（
上
末
1
1
オ
頭
注
）

ヲ

（
ほ
か
　
「
之
」
　
2
例
）

コ
ト
ゴ
ト
ク

（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
不
読
（
1
例
1
⑮
）
　
1
0

（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）

テ
ス

皆
往
蹄
之
．
（
4
オ
）

こ
シ
テ

王
　
而
行
之
　
（
1
9
オ
）

不
読
（
4
例
）
　
1
0

ユ

て

す

皆
・
往
蹄
之
．
（
5
4
行
）

に
シ
　
　
ヲ
コ
ナ
ハ
は

王
而
行
　
之
・
（
3
6
8
行
）

コ
ト
ゴ
ト
ク
エ

1
八
大
谷
本
）
「
轟
　
」
、
（
永
正
点
）
（
鎌
倉
初
期
点
）
「
志

（24）

」
　
（
1
例
1
⑳
）

m
実
詞
訓
（
和
訓
読
）
　
の
相
違
　
（
3
例
）

ム
ネ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ラ
ム

⑳
　
其
掃
鮮
　
　
臭
．
（
上
末
1
1
オ
頭
注
）

n
そ
の
他
（
返
読
の
仕
方
の
相
違
等
2
例
）

ス
ク
ナ
ケ
ン

ス
ル
モ
ノ
　
ナ
ケ
ン

其
蹄
　
鮮
　
臭
．
（
1
9
オ
）

ノ
ク
ヰ
ス
ル
モ
ノ
ス
ク
ナ
ケ
む

其
蹄
（
平
軽
）
鮮
　
臭
．
（
3
6
9
行
）

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

ト
シ
ツ
ハ
モ
ノ
二
シ
テ

⑭
　
将
兵

（
上
末
1
4
オ
1
）

ト

シ

テ

二

将
レ
兵
　
（
3
3
オ
）

シ
ャ
ウ
ト
シ
て
ツ
ハ
モ
ノ
に

将
　
レ
兵
．
　
（
6
6
4
行
）

ま
た
以
上
の
ほ
か
、

㈲
永
正
点
と
鎌
倉
初
期
点
と
が
不
一
致
で
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
不
一
致
の
も
の
　
（
三
者
が
不
一
致
）
　
（
5
例
）

レ
ト
ラ
ハ
レ
ー
ヒ
　
ト
　
ヤ
（
こ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ル
ト
キ
ニ
イ
ブ
　
こ

⑳
　
其
囚
　
膿
（
上
）
里
（
上
）
．
（
上
本
2
2
ウ
4
）
　
其
囚
二
　
麦
里
∴
　
（
5
ウ
）

イ
ウ
　
　
　
　
H
ソ

二

ス

ル

　

ヲ

⑳
　
専
　
利
猶
…
（
上
末
1
1
オ
頭
注
）

タ

モ

ヲ

専
レ
利
・
猶
…
（
1
9
オ
）

ノ

　

ト

ラ

ハ

ル

、

に

イ

ウ

　

　

　

に

其
・
囚
二
　
腐
（
上
）
－
里
一
・
（
8
0
行
）

ス
ル
を

専
レ
利
・
猶
・
…
（
3
6
8
行
）

も
存
す
る
　
（
詳
細
省
略
、
注
（
3
1
）
も
参
照
）
。

右
の
よ
う
に
状
況
は
区
々
で
あ
る
。
こ
れ
に
上
掲
の
藤
原
家
訓
と
菅
原
家
訓
と
の
相
違
点
川
～
再
を
応
用
し
て
考
え
て
み
る
と
、
畑
の
b

d
f
g
（
計
1
3
例
）
は
大
谷
本
の
引
用
の
方
が
永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
の
両
者
よ
り
も
訓
読
調
が
勝
り
、
一
方
a
C
e
i
j
k
（
計
1
5
例
）
は

永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
の
両
者
が
大
谷
本
の
引
用
よ
り
も
訓
読
調
が
勝
る
側
面
を
表
す
例
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
に
見
て
も
、
単
純
に
数
で
見
る
限
り
両
者
に
さ
し
て
差
は
な
く
、
大
谷
本
の
引
用
に
お
け
る
訓
法
の
、
永
正
点
即
ち
藤
原
（
式
）
家
訓

と
鎌
倉
初
期
点
即
ち
菅
原
家
訓
と
に
対
す
る
特
徴
は
、
な
か
な
か
見
出
し
難
い
。
そ
こ
で
可
能
性
と
し
て
浮
ん
で
来
る
の
は
、
大
谷
本
の
引

用
に
お
け
る
訓
法
が
、
大
江
家
訓
に
基
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
小
林
芳
規
博
士
は
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
を

検
討
さ
れ
た
中
で
、
国
書
、
仏
書
に
お
け
る
引
用
と
も
、
古
点
本
と
訓
法
が
一
致
す
る
も
の
、
古
点
本
と
訓
法
が
部
分
的
に
小
異
あ
る
も
の
、

（25）

仏
家
訓
法
に
変
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
三
者
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
右
の
大
谷
本
成
安
注
の
史
記
の
引
用
に
お
け
る
状
況
は
、
こ
の

二
番
目
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
博
士
は
、
二
番
目
の
例
に
つ
い
て
は
比
較
し
た
点
本
と
は
異
な
る
家
の
訓
に
拠
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
倣
え
ば
や
は
り
大
江
家
訓
に
拠
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
次
節
に
て
述
べ
る
。

一
方
畑
の
1
は
、
大
谷
本
の
引
用
に
お
け
る
訓
法
が
仏
家
訓
法
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
k
も
同
様
の
例
と
見
る
こ
と
が
出
来



る
。
大
谷
本
の
史
記
の
引
用
に
お
け
る
訓
法
が
基
本
的
に
は
博
士
家
点
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
部
分

的
に
仏
家
式
の
訓
法
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
も
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

な
お
、
右
の
永
正
点
、
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点
と
の
比
較
検
討
に
お
い
て
、
特
殊
な
例
と
し
て
除
外
し
た
も
の
に
次
掲
が
あ
る
。

ヲ

　

ク

ケ

ラ

シ

ス

　

　

　

　

　

シ

テ

ケ

ラ

シ

ス

⑳
八
大
谷
本
）
々
（
士
）
以
之
．
多
蹄
　
之
．
（
中
略
）
蓋
往
蹄
　
之
．
（
下
1
5
ウ
2
・
3
）

て

を

ク

ケ

ラ

シ

　

　

　

　

　

シ

ケ

ラ

シ

す

（
前
田
本
）
々
（
士
）
以
此
多
挿
す
之
．
（
中
略
）
蓋
往
て
蹄
之
．
（
翻
刻
行
数
2
9
3
2
9
4
行
）

テ

　

ヲ

タ

ス

　

　

　

　

　

シ

テ

ー

シ

ケ

ラ

シ

（
永
正
点
）
士
以
レ
此
多
蹄
之
．
（
中
略
）
蓋
往
蹄
　
之
．
（
3
ウ
・
4
オ
）

て

　

レ

を

ク

す

　

　

　

　

　

　

シ

ユ

イ

て

ク

ヰ

シ

ケ

ラ

シ

（
鎌
倉
初
期
点
）
々
（
士
）
・
以
レ
此
，
多
・
蹄
（
平
）
之
．
（
中
略
）
蓋
・
往
蹄
（
平
）
之
．
（
5
1
5
2
行
）

大
谷
本
で
は
二
つ
の
「
蹄
」
に
対
し
て
い
ず
れ
も
「
ケ
ラ
シ
ス
」
な
る
意
義
不
明
の
訓
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
永
正
点
、
鎌
倉
初
期
点
で
は

共
に
前
の
「
掃
」
は
「
ク
ヰ
ス
」
、
後
の
「
蹄
」
は
「
蓋
ケ
ダ
シ
」
に
呼
応
さ
せ
て
「
ク
ヰ
シ
ケ
ラ
シ
」
と
訓
じ
て
い
る
。
ま
た
前
田
本
成
安
注

で
は
、
い
ず
れ
の
「
蹄
」
も
仮
名
点
「
ケ
ラ
シ
」
と
ヲ
コ
ト
点
「
ス
」
と
を
施
し
て
お
り
（
後
の
「
蹄
」
に
つ
い
て
は
仮
名
点
「
ケ
ラ
シ
」
が
上

方
に
ず
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
元
々
「
掃
」
に
附
さ
れ
て
い
る
べ
き
訓
と
見
ら
れ
る
）
、
「
ク
ヰ
シ
ケ
ラ
シ
」
と
「
ク
ヰ
ス
」
と
の
二
訓
を
併
記
し

（26）

た
も
の
か
、
若
し
く
は
「
ク
ヰ
ス
ケ
ラ
シ
」
を
表
す
も
の
か
と
見
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
大
谷
本
も
前
田
本
と
同
じ
趣
旨
で
元
々
「
ケ
ラ
シ
」

（27）

と
「
ス
」
と
が
施
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
誤
っ
て
「
ケ
ラ
シ
ス
」
と
続
け
て
し
ま
っ
た
も
の
か
と
見
ら
れ
る
。
因
み
に
「
蓋
ケ
ダ
シ
」
に
「
ナ

（28）

ラ
シ
」
「
ケ
ラ
シ
」
を
呼
応
さ
せ
る
の
は
博
士
家
の
漢
籍
の
訓
法
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
大
谷
本
、
前
田
本
で
は
上
に
「
蓋
ケ
ダ
シ
」
の

無
い
前
の
「
蹄
」
に
つ
い
て
も
「
ケ
ラ
シ
」
を
読
添
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
或
い
は
後
の
▼
「
蹄
ケ
ラ
シ
」
に
引
か
れ
て

前
の
「
蹄
」
に
も
「
ケ
ラ
シ
」
を
附
し
て
し
ま
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
除
外
し
た
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
存
す
る
。

に

　

　

　

に

　

る

⑳
〈
大
谷
本
〉
成
王
諸
．
臨
之
・
瑠
錘
－
篭
オ
5
）
　
へ
ノ
ナ
セ
”
ヲ
　
テ
ト
ク
ヲ
メ
ル
コ
ト
ヲ

（
永
正
点
）
成
王
既
崩
（
中
略
）
申
l
告
以
下
文
王
武
王
之
所
－
以
レ
為
レ
王
↓
莱
之
…
以
レ
篤
土
情
臨
上
　
之
．
作
レ
顧
命
（
リ
ヱ
（
「
顧
命
」

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

左
傍
朱
引
あ
り
）こ

ヌ

　

　

　

ノ

ヘ

　

ツ

ク

　

　

　

　

　

　

の

ス

ル

　

　

　

を

　

　

　

　

　

　

て

ト

ク

　

　

シ

ン

を

　

ノ

ソ

メ

ル

こ

と

を

へ
鎌
倉
初
期
点
）
成
－
王
既
崩
．
（
中
略
）
申
下
左
口
文
王
武
王
之
所
三
－
以
為
二
王
（
去
）
－
業
（
入
軽
濁
）
一
・
之
・
…
以
二
篤
（
人
煙
）
】
信
（
去
）
一
．
臨
上

ル

　

コ

之
．
作
二
顧
⊥
叩
（
去
）
一
（
2
5
1
～
2
5
4
行
）

大
谷
本
で
は
「
臨
之
」
の
前
に
多
く
の
文
章
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
「
臨
之
」
を
史
記
本
来
の
文
意
と
は
異
な
る
切
り
方
で
引
い
て
お
り
、

訓
読
も
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
右
は
史
記
の
引
用
の
仕
方
自
体
に
疑
問
の
あ
る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
次
掲

の
如
く
、
訓
読
に
際
し
て
文
意
が
理
解
出
来
な
か
っ
た
た
め
に
不
適
切
な
文
の
切
り
方
に
し
て
し
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
例
も
存
す
る
。

レ

　

ヘ

ム

ト

ニ

ハ

ニ

サ

，

ヘ

ヲ

ク

シ

ク

ヲ

⑳
八
大
谷
本
）
非
吾
能
教
　
　
子
．
支
左
拙
右
也
．
（
上
末
1
3
ウ
4
）

ス
　
　
　
　
　
　
　
ン
ト
こ
バ
　
ー
　
こ
サ
、
へ
　
ヲ
ク
シ
タ
コ
ト
ヲ
　
　
　
ヲ

（
永
正
点
）
非
三
吾
能
教
二
　
子
支
レ
左
語
手
　
　
右
也
（
3
2
ウ
）

シ
リ
ソ
ク
ル
コ
ト
ヲ

ス
　
　
レ
　
　
ク
ヲ
シ
ヘ
ム
ト
ニ
バ
　
ー
に
サ
、
ヘ
ヒ
タ
リ
を
ク
シ
ク
コ
ト
ヲ
ミ
キ
を

（
鎌
倉
初
期
点
）
非
三
吾
・
能
教
二
　
　
子
・
支
レ
左
・
談
甘
　
右
也
．
（
6
5
9
行
）

大
谷
本
で
は
「
非
…
子
」
で
文
を
切
っ
て
訓
じ
て
い
る
。

右
の
⑳
⑳
⑳
の
よ
う
に
、
本
来
の
文
意
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
訓
点
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
り
し
た
例
が
、
そ
の
レ
ベ

ル
は
種
々
で
あ
る
も
の
の
、
僅
か
な
が
ら
も
存
在
す
る
こ
と
は
、
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
留
意

し
て
お
く
必
要
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
上
述
の
如
く
永
正
点
や
鎌
倉
初
期
点
に
一
致
し
な
い
訓
点
に
つ
い
て
は
、
不
用
意
に
或
い
は
無
頓

着
に
元
の
訓
点
と
は
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
例
も
、
中
に
は
存
在
す
る
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
大
江
家
訓
法
に
基
く
可
能
性
に
つ
い
て

史
記
に
は
大
江
家
国
が
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
に
加
点
し
た
呂
后
本
紀
（
巻
九
）
、
孝
文
本
紀
（
巻
十
）
、
孝
景
本
紀
（
巻
十
一
）
が
現
存
し



て
い
る
も
の
の
、
大
谷
本
成
安
注
に
こ
の
三
本
紀
よ
り
の
引
用
が
存
し
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
谷
本
成
安

（29）

注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
を
、
大
江
家
の
訓
法
と
直
接
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

小
林
芳
規
博
士
は
、
大
江
家
の
訓
法
と
菅
原
家
の
訓
法
と
を
比
較
さ
れ
、
大
江
家
の
方
が
和
訓
読
が
多
く
、
助
詞
・
助
動
詞
の
読
添
え
が

多
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
菅
原
家
の
方
が
大
江
家
よ
り
も
訓
読
調
が
勝
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
藤
原
家
に
対
し
て
は
大
江
家
の
方
が

（30）

訓
読
調
が
勝
る
と
さ
れ
る
。
但
し
こ
れ
は
同
一
漢
籍
の
訓
読
を
比
較
さ
れ
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
、
し
か
も
大
江
家
の
訓
法
の
性
格
が
菅

原
家
と
藤
原
家
と
の
中
間
辺
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
江
家
訓
加
点
本
と
の
直
接
の
比
較
に
よ
ら
ず
し
て
、
大
谷

本
成
安
住
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
が
大
江
家
訓
に
拠
っ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
取
分
け

史
記
の
大
江
家
点
と
藤
原
式
家
点
と
の
差
は
相
当
に
微
妙
の
よ
う
で
あ
り
、
小
林
芳
規
博
士
が
上
記
の
大
江
家
国
加
点
の
三
本
紀
延
久
点
と

藤
原
式
家
英
房
の
点
を
伝
え
る
永
正
点
と
を
比
較
さ
れ
た
も
の
を
眺
め
て
も
、
永
正
点
に
読
添
語
が
用
い
ら
れ
延
久
点
に
用
い
ら
れ
て
い
な

い
も
の
と
、
延
久
点
に
読
添
語
が
用
い
ら
れ
永
正
点
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
の
数
に
大
差
が
な
く
、
そ
の
用
い
ら
れ
て
い
る
読
添
語

に
つ
い
て
も
同
様
の
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
大
江
家
は
文
を
終
止
形
に
す
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
延
久
点

が
終
止
で
永
正
点
が
中
止
の
例
と
、
延
久
点
が
中
止
で
永
正
点
が
終
止
の
例
と
は
同
数
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
逆
に
言
え
ば
、
前
節
に
検
討
し
た
如
く
、
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
に
お
い
て
、
永
正
点
（
藤
原
式
家
）

と
鎌
倉
初
期
点
（
菅
原
家
）
と
の
両
点
が
一
致
す
る
箇
所
に
つ
い
て
不
二
致
で
あ
る
例
が
か
な
り
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
状
況
が
訓
読
調
の
度

合
の
観
点
か
ら
は
区
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
の
大
江
家
の
訓
法
の
特
徴
に
照
ら
せ
ば
、
大
谷
本
の
史
記
の
訓
法
が
大
江
家
点
に
拠
っ
て
い

る
可
能
性
を
少
く
と
も
低
く
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

更
に
は
小
林
芳
規
博
士
の
右
の
延
久
点
と
永
正
点
と
の
比
較
に
お
い
て
、
次
の
注
意
さ
れ
る
相
違
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
使
役

シ

の
「
使
」
等
を
永
正
点
が
「
（
ヲ
）
シ
テ
…
シ
ム
」
と
再
読
に
す
る
所
を
、
延
久
点
は
「
使
テ
」
と
訓
じ
「
シ
ム
」
は
下
の
語
に
読
添
え
る
も

の
が
あ
る
と
し
て
（
小
林
芳
規
博
士
の
挙
例
に
よ
る
）
、

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

て

　

　

を

サ

ラ

シ

ム

て

サ

　

を

　

　

　

　

　

　

　

　

て

ツ

カ

ヒ

を

サ

ト

サ

シ

メ

て

　

　

　

　

　

に

使
二
衆
－
臣
一
不
二
敢
意
㌻
情
（
孝
文
塑
　
　
使
レ
使
　
諭
二
　
替
王
及
諸
侯
一
（
呂
后
1
8
6
）

二
八
六

等
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
訓
法
が
、
大
谷
本
に
1
例
の
み
で
あ
る
が
次
掲
の
如
く
存
す
る
の
で
あ
る
（
但
し
こ
れ
以
外
は
再
読

か
、
後
述
の
仏
家
式
訓
法
）
。

八
大
谷
本
）
孟
普
君
．
使
小
抵
　
昭
も
幸
（
上
）
警
）
〔
人
〕
．
求
聖
ム
こ
と
（
下
等
5
）
（
前
田
本
は
「
触
釦
薄
：
」
と
あ
。
）

イ
タ
ラ
シ
メ
て

シ

テ

　

ヲ

イ

タ

シ

テ

　

ノ

　

　

ニ

　

ム

ユ

ル

サ

レ

ン

コ

ト

ヲ

（
永
正
点
）
孟
普
君
使
レ
大
抵
三
昭
王
幸
－
姫
一
求
レ
解
　
　
　
（
巻
七
十
五
孟
普
君
列
伝
3
ウ
）

永
正
点
も
こ
の
箇
所
は
再
読
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
永
正
点
で
は
「
シ
ム
」
の
読
添
え
が
無
い
の
に
対
し
て
、
大
谷
本
で
は
「
抵
イ
タ
ラ
シ
メ
て
」

と
　
「
シ
ム
」
　
の
読
添
え
の
あ
る
点
、
注
意
さ
れ
よ
う
。

オ
モ
ハ
ク

ま
た
「
以
為
」
も
、
永
正
点
が
「
オ
モ
ヘ
ラ
ク
…
オ
モ
ヘ
リ
」
と
再
読
に
す
る
所
を
、
延
久
点
は
「
以
】
為
」
と
訓
じ
下
に
「
ト
」
を
読
添

え
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、

ハ

ク

す

と

　

セ

　

に

　

　

　

　

　

　

オ

　

　

　

　

　

モ

て

　

　

を

ス

テ

　

　

　

を

ス

ツ

ト

の

ツ

キ

を

以
l
為
不
レ
類
レ
我
（
呂
后
6
）
　
　
以
－
為
・
王
・
用
二
婦
－
人
一
棄
二
宗
－
廟
祀
一
腰
こ
其
嗣
一
（
呂
后
1
3
g
）

等
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
こ
れ
と
同
様
の
訓
法
が
大
谷
本
に
も
1
例
存
す
る
（
但
し
再
読
も
1
例
あ
り
）
。

オ

モ

ハ

タ

　

　

　

　

ニ

シ

テ

ツ

ル

ト

ヲ

八
大
谷
本
）
以
】
為
上
（
去
）
・
慢
　
侮
　
人
．
（
下
7
ウ
6
）

ク

　

　

ニ

シ

テ

ツ

ル

コ

ト

ヲ

（
永
正
点
）
以
－
為
・
上
慢
　
侮
　
レ
人
・
（
巻
五
十
五
留
侯
世
家
9
ウ
）

へ

リ

　

　

　

　

　

ア

ナ

ト

ル

　

　

　

（

3

1

）

右
の
よ
う
な
例
が
僅
か
な
が
ら
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
谷
本
成
安
注
に
お
け
る
史
記
の
訓
法
が
、
大
江
家
の
訓
法
に
基
い
て
い
る
可
能

（32）

性
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
、
仏
家
訓
法
の
混
入
に
つ
い
て

大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
が
、
何
ら
か
の
博
士
家
の
訓
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る



が
、
第
二
節
で
若
干
指
摘
し
た
如
く
、
仏
家
式
の
訓
法
の
混
入
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
乃
至
は
そ
の
可
能
性
が
考
え
得
る
も
の
も
少
例
な
が

ら
見
出
さ
れ
る
。
史
記
の
引
用
全
体
を
一
覧
し
た
所
で
は
、
0
文
末
助
字
「
之
」
を
「
コ
レ
」
と
読
む
も
の
、
㈲
使
役
助
字
「
使
・
令
等
」
を

再
読
に
せ
ず
下
に
「
ヲ
シ
テ
」
を
読
添
え
る
も
の
、
捕
「
欲
」
を
「
オ
モ
フ
」
と
読
む
も
の
、
㈲
副
詞
「
悉
・
志
」
を
「
コ
ト
ゴ
ト
ク
」
と

（33）

読
む
も
の
の
四
種
が
拾
わ
れ
た
。
以
下
夫
々
に
つ
い
て
永
正
点
と
対
比
し
っ
つ
見
て
行
く
。

0
文
末
助
字
「
之
」
を
「
コ
レ
」
と
読
む
も
の

第
二
節
で
既
に
周
本
紀
の
例
⑳
⑳
を
掲
げ
た
如
く
で
あ
る
が
、
周
本
紀
以
外
に
も
、

八
大
谷
本
）

テ

ツ

ヲ

⑳
　
紆
怒
殺
之
．
（
下
2
0
オ
7
）

（
永
正
点
）

テ
ツ

肘
怒
殺
之
．
（
巻
三
股
本
紀
1
1
オ
）

や
後
掲
⑳
⑳
⑰
等
、
か
な
り
の
数
拾
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

⑳
琴
平
）
卓
平
）
僻
ク
之
・
（
下
㌘
オ
5
）
　
　
　
　
黎
（
平
）
卓
平
）
輿
之
・
（
巻
二
夏
本
紀
禁
）

や
上
掲
⑳
、
後
掲
⑳
⑳
の
如
く
、
永
正
点
と
同
じ
く
博
士
家
訓
法
の
不
託
に
す
る
も
の
（
少
く
と
も
附
訓
の
無
い
も
の
）
も
多
数
存
す
る
。
ま

た

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

レ

リ

⑳
崇
（
平
）
侯
（
平
）
－
虎
（
上
）
〔
人
〕
知
お
．
（
下
習
頭
注
）
　
輿
平
）
賢
平
）
軒
去
）
貼
レ
を
（
巻
三
股
本
紀
1
1
オ
）

や
後
掲
⑭
の
よ
う
に
、
永
正
点
も
「
コ
レ
（
ヲ
）
」
と
読
み
、
大
谷
本
も
同
様
に
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
永
正
点
が
「
之
」
を
「
コ
レ
」
と

読
む
場
合
が
あ
る
の
は
、
藤
原
家
訓
法
の
一
特
徴
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
第
二
節
の
再
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
大
谷
本
に
「
之
」
を

「
コ
レ
」
と
読
む
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
仏
家
訓
法
の
習
慣
に
引
か
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
る
が
、
基
い
た
博
士
家
点
に
も
永
正
点

の
よ
う
に
「
コ
レ
」
と
読
む
箇
所
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
「
コ
レ
」
と
読
む
例
が
多
く
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
（
但

し
小
林
芳
規
博
士
に
よ
れ
ば
大
江
家
で
は
「
之
」
を
不
読
と
し
、
呂
后
本
紀
等
三
本
紀
延
久
点
で
は
「
之
」
は
総
て
不
託
と
の
由
で
あ
る
）
。

㈲
使
役
助
字
「
使
・
令
等
」
を
再
読
に
せ
ず
下
に
「
ヲ
シ
テ
」
を
読
添
え
る
も
の

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

（

シ

ム

）

　

ヲ

シ

テ

シ

テ

ナ

ハ

　

　

　

　

ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

テ

　

ヲ

シ

テ

ナ

ハ

　

　

　

ヲ

⑳
　
令
（
三
）
舜
　
掻
行
（
二
）
天
子
之
政
y
　
（
下
1
5
オ
1
）
　
　
令
三
レ
舜
操
行
二
天
子
之
政
∴
　
（
巻
一
五
帝
本
紀
2
0
オ
）

（
シ
ム
）

な
ど
、
数
例
見
ら
れ
る
。
但
し
、
永
正
点
と
同
じ
く
博
士
家
訓
法
の
再
読
に
し
た
か
と
見
ら
れ
る
例
も
存
す
る
。

む

を

　

　

を

　

　

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

テ

　

ヲ

テ

　

ヲ

⑭
　
使
人
．
馳
侍
．
逐
之
．
（
下
5
6
オ
4
）
　
　
　
　
　
　
　
使
二
レ
人
馳
レ
博
（
去
）
逐
。
之
．
（
巻
七
十
五
孟
昔
君
列
伝
4
オ
）

（
シ
ム
）

右
は
大
谷
本
で
は
「
人
」
に
返
点
が
あ
り
、
岡
本
も
「
便
」
を
「
シ
テ
…
シ
ム
」
と
再
読
に
し
た
例
か
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
シ
ム
」
を
読

添
え
る
大
江
家
の
訓
法
に
通
ず
る
例
も
存
す
る
こ
と
は
前
節
の
通
り
で
あ
る
。

同
「
欲
」
を
「
オ
モ
フ
」
と
読
む
も
の

次
の
1
例
の
み
存
す
る
。

フ

ウ

タ

ム

ト

　

ヲ

⑳
　
欲
欧
（
殿
）
之
．
（
上
末
1
5
ウ
3
）

一
方
、
永
正
点
と
同
じ
く
博
士
家
訓
法
の

ス
　
ウ
タ
ム
ト

欲
レ
欧
（
殿
）
之
　
（
巻
五
十
五
留
侯
世
家
2
オ
）

「
（
マ
ク
）
　
ホ
ツ
ス
」
　
の
例
も
1
例
存
す
る
。

ノ

　

　

ロ

ノ

マ

、

こ

セ

ム

セ

ム

　

モ

チ

ヰ

マ

ク

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

マ

、

こ

セ

ン

ス

ル

マ

ク

⑳
　
唯
王
（
平
）
所
　
　
　
欲
（
入
）
用
　
之
．
（
上
末
1
7
ウ
3
）
　
唯
王
所
　
レ
欲
レ
用
之
．
（
左
訓
略
）
　
（
巻
六
十
五
孫
子
呉
起
列
伝
1
オ
）

と

タ

ラ

ム

こ

と

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ス

ト

　

ラ

ン

ト

ま
た
大
谷
本
「
鞭
欲
為
　
　
孤
（
平
）
横
（
入
）
．
」
　
（
下
5
9
オ
6
）
　
（
永
正
点
は
「
碓
レ
欲
レ
為
レ
…
」
）
も
、
博
士
家
訓
法
「
（
コ
ト
ヲ
）
ホ
ツ
ス
」
の
例
か

と
見
ら
れ
る
。
な
お
永
正
点
に
も
「
オ
モ
フ
」
と
読
む
例
が
あ
る
。

レ

ト

モ

ト

ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

オ

モ

（

へ

）

ト

モ

ン

ト

⑳
　
我
欲
　
易
之
・
（
下
8
ウ
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
我
欲
　
　
レ
易
乏
・
（
巻
五
十
五
留
侯
世
家
1
1
ウ
）

こ
の
例
は
大
谷
本
で
は
博
士
家
、
仏
家
共
通
の
意
欲
の
意
に
読
ま
な
い
「
（
ム
ト
）
　
ス
」
と
読
ま
れ
た
も
の
か
と
見
ら
れ
る
が
、
永
正
点
で
は

「
（
ム
ト
）
オ
モ
フ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
右
例
が
「
日
」
に
導
か
れ
た
会
話
中
の
文
で
主
語
が
一
人
称
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
漠

（34）

籍
で
も
こ
の
よ
う
な
場
合
は
意
欲
の
意
味
に
訓
ず
る
際
は
「
オ
モ
フ
」
と
読
ま
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
上
の
⑮
は
そ
の
よ

う
な
例
に
は
当
ら
な
い
の
で
　
（
地
の
文
の
三
人
称
主
語
）
、
大
谷
本
の
「
オ
モ
フ
」
訓
は
、
や
は
り
仏
家
式
の
訓
法
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

㈲
副
詞
「
悉
・
志
」
を
「
コ
ト
ゴ
ト
ク
」
と
読
む
も
の

第
二
節
で
指
摘
し
た
周
本
紀
の
例
⑳
（
項
目
は
1
）
　
の
ほ
か
、
次
掲
が
拾
わ
れ
る
。



⑳
凱
歌
二
下
粥
オ
6
）
　
　
　
　
　
　
　
難
堅
野
（
巻
七
十
五
孟
昔
君
列
伝
4
ウ
）

但
し
永
正
点
と
同
じ
く
博
士
家
訓
法
の
「
コ
ト
ゴ
ト
ク
こ
」
も
存
す
る
。

⑳
吾
乱
。
齢
之
臭
・
（
上
末
等
1
）
　
　
　
　
声
鼓
臥
之
央
・
（
巻
六
十
五
孫
子
呉
起
列
伝
1
オ
）

以
上
の
よ
う
に
、
0
～
㈲
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
総
て
が
仏
家
訓
法
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
博
士
家
訓
法
を
良
く
伝
え
る
例

も
併
存
し
て
お
り
、
む
し
ろ
後
者
の
方
が
多
い
く
ら
い
で
あ
る
。
即
ち
、
博
士
家
点
を
そ
の
ま
ま
取
入
れ
る
こ
と
を
宗
と
し
な
が
ら
、
一
部

分
に
仏
家
訓
法
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
Ⅲ
の
「
之
」
は
少
例
な
が
ら
永
正
点
に
も
「
コ
レ
」
と
読

む
例
が
あ
り
（
但
し
大
江
家
で
は
徹
底
し
て
不
読
の
由
）
、
同
の
「
欲
」
も
条
件
が
限
定
さ
れ
る
も
の
の
漢
籍
に
も
「
オ
モ
フ
」
と
読
ま
れ
る
場

合
が
あ
り
、
更
に
価
の
「
使
」
は
読
下
し
文
と
し
て
は
結
果
的
に
違
い
が
無
く
、
餌
の
「
悉
」
は
語
形
と
し
て
は
助
詞
「
ニ
」
の
有
無
の
相

フ

違
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
博
士
家
点
と
の
相
違
が
さ
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
同
の
⑮
「
欲
」

ス

は
、
仏
家
訓
法
に
引
か
れ
た
と
い
う
背
景
の
も
と
に
「
欲
」
の
「
ス
」
を
「
フ
」
に
見
誤
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
来
る
。

こ
れ
ら
に
対
照
的
な
の
は
、
接
続
助
字
「
則
」
の
場
合
で
あ
る
。
博
士
家
の
訓
法
で
は
不
読
に
さ
れ
、
実
際
、
永
正
点
で
も
総
て
不
読
で

あ
る
。
一
方
仏
家
訓
法
で
は
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
読
ま
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
大
谷
本
で
は
博
士
家
の
訓
法
を
良
く
保
っ
て
い
て
全
例
不

読
で
あ
る
（
但
し
上
に
読
添
え
ら
れ
る
語
に
は
永
正
点
と
相
違
の
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
）
。
例
え
ば
、

カ

リ

ク

ル

ト

キ

ハ

ニ

　

　

　

　

　

ヲ

　

　

ト

キ

ニ

ハ

　

ニ

　

　

テ

八
大
谷
本
）
権
授
　
舜
．
則
天
下
得
冥
利
．
而
…
授
　
丹
朱
則
天
下
病
而
…
（
下
1
5
オ
2
・
3
）

ハ

テ

ク

レ

ハ

　

ニ

　

　

ハ

テ

　

　

ヲ

　

　

　

レ

ハ

　

ニ

　

　

ハ

テ

（
永
正
点
）
樺
授
　
舜
・
則
天
－
下
得
二
其
－
利
南
・
…
授
レ
丹
朱
則
天
下
病
…
（
「
本
元
」
と
す
る
部
分
を
取
除
く
）
（
巻
∵
五
帝
本
紀
2
0
オ
・
ウ
）

ケ
ン
ト
ス
レ
ハ

の
如
く
で
あ
る
。
0
～
屈
と
「
則
」
と
で
こ
の
よ
う
に
差
異
が
生
じ
た
の
は
、
拠
っ
た
博
士
家
点
本
に
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
読
ま
れ
た
例
が
皆

無
だ
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
全
体
と
し
て
は
仏
家
式
の
訓
法
に
変
質
し
て
い
る
箇
所
は
僅
か
で
あ
り
、
そ
れ
も
積
極
的
に
改
変
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る

例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
や
は
り
多
数
の
漢
籍
（
仏
典
も
多
い
）
を
引
用
す
る
観
智
院
本
「
世
俗
諺
文
」
鎌
倉
初
期
点
の
訓
読

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
九



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
〇

に
お
い
て
、
元
々
博
士
家
点
に
拠
っ
た
と
見
ら
れ
な
が
ら
、
「
使
・
令
」
を
総
て
再
読
と
は
せ
ず
「
ヲ
シ
テ
」
を
読
添
え
、
「
則
」
も
悉
く
「
ス

（35）

ナ
ハ
チ
」
と
読
ん
で
、
全
体
と
し
て
仏
家
式
の
訓
法
へ
大
き
く
変
質
し
て
い
る
の
と
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
観
智
院
本
世
俗
諺
文
に
お

け
る
、
史
記
の
右
掲
箇
所
か
ら
の
引
用
部
分
を
掲
げ
て
お
く
。

こ

ク

　

カ

リ

ニ

サ

ツ

ク

シ

ユ

ン

ニ

　

チ

　

　

　

ウ

　

／

ヲ

（
世
俗
諺
文
）
史
－
記
云
…
樺
授
二
舜
（
去
）
一
則
天
－
下
得
二
冥
利
（
去
）
≡
（
9
1
貢
）

イ
ハ
ク

因
み
に
、
大
谷
本
が
博
士
家
点
を
良
く
伝
え
て
い
る
例
を
追
加
す
れ
ば
、
「
日
」
の
呼
応
に
「
ト
イ
フ
」
を
読
添
え
る
次
掲
例
が
指
摘
さ
れ

る
。
仏
家
の
訓
法
で
は
「
ト
イ
フ
」
の
読
添
え
は
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
（
呼
応
語
が
無
い
か
「
ト
」
の
み
の
読
添
え
）
。

に

　

　

　

　

れ

ア

ヤ

フ

ケ

ム

ト

イ

フ

八
大
谷
本
）
説
昭
王
．
日
．
…
其
危
　
　
　
臭
．
（
下
5
5
ウ
3
・
4
）

テ

　

ノ

　

ニ

　

　

　

　

ン

ト

云

（
永
正
点
）
説
二
秦
昭
王
一
日
・
…
其
危
　
臭
．
（
巻
七
十
五
孟
掌
君
列
伝
3
ウ
）

第
二
節
に
掲
げ
た
②
も
同
様
の
例
で
あ
る
4
ま
た
第
三
節
に
掲
げ
た
「
以
為
」
を
「
オ
モ
バ
ク
」
と
読
ん
で
「
ト
」
を
読
添
え
る
訓
法
、
次

掲
の
「
オ
モ
バ
ク
…
オ
モ
ヘ
リ
」
と
再
読
す
る
訓
法
と
も
、
博
士
家
訓
法
で
あ
る
。
仏
家
で
は
「
（
…
ト
）
オ
モ
フ
」
と
一
訓
で
返
読
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
由
で
あ
る
。

ハ

ク

　

ノ

　

　

ト

八
大
谷
本
）
以
－
為
魯
之
陽
虎
（
上
本
1
7
ウ
頭
注
）

オ

モ

ヘ

リ

五
、
総
括
と
今
後
の
課
題

ノ

　

　

　

ナ

リ

ト

（
永
正
点
）
以
－
為
魯
之
陽
虎
」
　
（
巻
四
十
七
孔
子
世
家
1
0
ウ
）

ヘ
リ

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
史
記
の
訓
法
の
性
格
は
、
ほ
ぼ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

川
何
ら
か
の
博
士
家
の
訓
法
に
基
い
て
お
り
、
比
較
的
元
の
訓
法
を
良
く
保
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

回
但
し
、
読
添
語
等
に
お
い
て
藤
原
式
家
、
菅
原
家
の
訓
法
と
は
一
致
し
な
い
所
が
あ
り
、
一
方
大
江
家
の
訓
法
に
通
ず
る
点
が
存
す
る
。

し
か
し
現
段
階
で
は
い
ず
れ
の
家
の
訓
法
に
基
い
た
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

何
元
の
訓
点
に
対
す
る
理
解
不
足
等
の
た
め
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
か
と
見
ら
れ
る
部
分
も
僅
か
な
が
ら
存
し
、
前
項
の
不
一
致
例
の
中



に
も
元
の
訓
点
が
正
確
に
保
持
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

⇔
ま
た
一
部
分
、
仏
家
式
の
訓
法
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
所
も
存
す
る
（
但
し
全
体
的
に
は
少
例
）
。

右
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
明
確
な
所
を
出
し
得
な
か
っ
た
憾
み
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
大
江
家
点
本
と
の

直
接
の
比
較
が
行
い
得
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
さ
を
欠
く
状
況
自
体
が
正
に
実
態
で
あ
る
可
能

性
も
あ
り
、
元
の
博
士
家
の
訓
法
を
基
本
的
に
は
保
持
し
っ
つ
も
、
多
少
緩
い
側
面
も
あ
っ
て
、
仏
家
訓
法
の
混
入
を
含
め
、
テ
ニ
ヲ
ハ
等

を
中
心
に
若
干
変
容
が
生
じ
た
所
も
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
記
に
述
べ
る
今
後
の

課
題
と
も
絡
め
て
、
更
に
検
証
を
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
以
下
が
考
え
ら
れ
る
。

同
大
谷
本
成
安
注
に
引
用
さ
れ
た
他
の
漢
籍
（
毛
詩
、
文
選
等
々
）
の
訓
法
、
乃
至
仏
書
、
国
書
の
訓
法
に
つ
い
て
の
検
討

㈲
大
谷
本
成
安
注
の
三
教
指
帰
本
文
の
訓
法
に
つ
い
て
の
検
討

同
大
谷
本
成
安
注
以
外
の
三
教
指
帰
有
注
本
の
訓
法
（
三
教
指
帰
本
文
も
含
む
）
に
つ
い
て
の
検
討

（36）

Ⅲ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
毛
詩
の
引
用
に
つ
い
て
静
嘉
堂
文
庫
蔵
毛
詩
鄭
箋
清
原
宣
賢
永
正
九
÷
年
点
と
比
較
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

八
大
谷
本
）
も
ル
ハ
則
匙
シ
姿
私
ム
ト
ス
ル
ハ
則
臥
顛
（
上
末
等
）

イ

ケ

ル

と

き

は

　

に

す

ー

を

シ

ヌ

ル

と

き

は

　

す

を

（
毛
詩
清
原
宣
賢
点
）
穀
　
則
異
レ
室
．
死
　
則
同
レ
穴
．
（
巻
四
国
風
・
王
1
3
0
行
）

の
如
く
相
違
点
が
見
ら
れ
、
全
体
的
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
史
記
に
お
け
る
書
陵
部
蔵
永
正
点
や
高
山
寺
蔵
周
本
紀
鎌
倉
初
期
点
と
の
相
違

よ
り
も
、
相
違
の
度
合
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
谷
本
が
毛
詩
の
ど
の
家
の
訓
法
に
拠
っ
て
い
る
の
か
、
検
討
の
要
が
あ
ろ
う
。

価
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
史
記
を
含
む
引
用
諸
書
の
訓
法
と
の
関
連
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

値
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
尊
経
閣
文
庫
に
敦
光
注
（
勘
注
抄
）
の
仁
和
寺
心
蓮
院
旧
蔵
鎌
倉
初
期
写
本
（
円
堂
点
使
用
）
が
蔵
せ
ら
れ
て
お

り
、
上
巻
前
半
部
の
み
の
零
本
で
は
あ
る
が
、
三
教
指
帰
本
文
と
、
漢
籍
を
中
心
と
す
る
多
数
の
関
連
諸
書
を
引
用
す
る
注
と
に
、
共
に
詳

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
一



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

（37）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）

密
な
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
史
記
の
引
用
も
多
数
存
す
る
も
の
の
、
成
安
注
と
重
な
る
も
の
は
皆
無
に
近
く
、
史
記
に
つ
い
て
は
大
谷
本

成
安
注
の
訓
法
と
の
直
接
の
比
較
は
出
来
な
い
が
、
文
選
に
は
両
書
で
重
な
る
引
用
が
一
条
存
す
る
。
そ
の
訓
法
を
見
る
と
両
書
で
異
な
っ

て
お
り
、
こ
の
仁
和
寺
旧
蔵
敦
光
注
の
訓
法
に
つ
い
て
も
興
味
の
持
た
れ
る
所
で
あ
る
。

ま
た
高
山
寺
に
は
有
注
本
で
あ
る
「
三
教
指
帰
巻
中
」
院
政
初
期
点
が
蔵
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
注
は
大
谷
本
成
安
注
と
比
較
す
る
と
大

部
分
が
一
致
し
て
お
り
、
恐
ら
く
は
成
安
注
の
一
本
か
、
成
安
注
に
関
係
の
深
い
本
と
見
ら
れ
る
。
訓
点
は
朱
仮
名
の
み
で
あ
る
が
、
高
野

（39）

山
の
中
院
僧
正
点
の
系
統
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
法
に
つ
い
て
も
、
大
谷
本
成
安
注
と
の
比
較
を
含
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
。

佐
藤
義
寛
巌
款
讐
三
教
指
帰
注
集
』
の
研
究
』
（
大
谷
大
学
、
平
成
四
年
十
月
）
。
以
下
テ
キ
ス
ト
に
は
同
書
所
収
の
影
印
を
用
い
、
必
要
に

応
じ
て
翻
刻
も
参
看
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
挙
例
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
に
改
め
、
人
名
符
は

〔
人
〕
の
表
示
に
、
声
点
は
（
平
）
　
（
平
濁
）
等
の
表
示
に
代
え
、
片
仮
名
の
合
字
「
ノ
」
「
「
」
は
夫
々
「
シ
テ
」
「
コ
ト
」
に
、
漢
字
の
踊
字
「
上

は
「
々
」
　
に
改
め
る
。

後
掲
注
（
2
7
）
も
参
照
。

現
存
せ
ず
。
な
お
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
成
立
、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
書
写
の
東
寺
観
智
院
旧
蔵
「
三
教
指
帰
注
」
　
（
多
く
を
藤
原
敦

光
の
勘
注
抄
に
よ
り
三
教
指
帰
本
文
は
摘
記
す
）
に
は
「
南
岳
房
義
云
」
と
す
る
一
条
が
存
す
る
（
太
田
次
男
「
願
蠣
警
教
指
帰
〔
注
〕
文
安
写
本

に
つ
い
て
」
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
第
七
号
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
、
参
照
）
。

（
4
）
　
月
本
雅
章
①
「
空
海
撰
述
書
の
古
訓
点
に
つ
い
て
－
そ
の
性
格
と
研
究
の
構
想
－
」
　
（
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
七
十
七
韓
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
）
、

②
「
空
海
撰
述
書
の
古
訓
点
の
源
流
に
つ
い
て
」
（
『
馴
瑠
璃
出
国
語
学
論
集
』
平
成
四
年
三
月
）
、
③
「
院
政
期
に
お
け
る
視
点
－
円
堂
点
使
用
の
空

海
撰
述
雷
を
例
と
し
て
－
」
　
（
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
九
十
韓
、
平
成
五
年
一
月
）
。

（
5
）
　
藤
原
式
家
敦
周
の
訓
点
を
伝
え
る
六
十
巻
本
六
臣
注
文
選
。
以
下
、
テ
キ
ス
ト
に
は
広
島
大
学
文
学
部
蔵
紙
焼
写
真
を
用
い
る
。

（
6
）
　
西
崎
亨
後
掲
注
（
1
0
）
論
考
も
参
照
。



（
7
）
　
三
条
西
実
隆
の
書
写
に
な
り
、
藤
原
式
家
英
房
の
訓
点
を
伝
え
る
。
以
下
、
テ
キ
ス
ト
に
は
広
島
大
学
文
学
部
蔵
紙
焼
写
真
を
用
い
、
用
例
は
朱

引
を
外
し
て
掲
げ
る
。

（
8
）
　
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
は
「
裏
」
に
、

裏
等
敵
、
上
、
ハ
崇
∵
讐
成
、
（
法
中
衣
部
1
3
8
頁
）

の
如
く
「
上
、
」
の
漢
文
注
は
存
す
る
も
の
の
「
ノ
ボ
ル
」
の
和
訓
は
見
ら
れ
ず
、
図
書
寮
本
も
こ
の
点
同
様
で
あ
る
。
図
書
寮
本
類
衆
名
義
抄
に

は
史
記
の
訓
が
多
く
掲
げ
ら
れ
て
お
り
（
出
典
表
示
「
記
」
）
、
な
ぜ
こ
の
訓
が
南
本
に
挙
っ
て
い
な
い
の
か
疑
問
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
「
蓑
」
に

対
し
て
「
ノ
ボ
ル
」
の
訓
は
一
般
性
が
高
い
と
は
言
え
ま
い
。
黒
川
本
色
葉
芋
類
抄
に
は
、

時
掌
反

登
㈲
脚
働
山
、
盈
野
等
至
（
掌
略
）
裏
壷
（
7
字
略
）
盈
鮎
議
（
ノ
辞
字
・
中
賢
）

の
如
く
「
ノ
ボ
ル
」
　
に
「
嚢
」
を
掲
げ
る
が
、
掲
出
位
置
は
か
な
り
下
位
の
方
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
の
意
図
に
よ
る
筆
者
白
身
の
先
行
研
究
と
し
て
、
「
久
遠
寺
蔵
本
朝
文
粋
清
原
教
隆
点
の
訓
法
に
つ
い
て
－
助
字
の
訓
法
を
中
心
に
－
」
（
鎌
倉
時

代
語
研
究
第
十
四
韓
、
平
成
三
年
十
月
）
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
築
島
裕
「
宗
警
教
指
帰
久
寿
点
の
和
訓
に
つ
い
て
」
（
ビ
ブ
リ
ア
第
九
十
五
号
、
平
成
二
年
十
二
月
）
。
な
お
、
西
崎
亨
「
天
理
図
書
館
蔵
「
三

教
指
帰
」
二
本
二
題
」
（
ビ
ブ
リ
ア
第
七
十
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
）
に
お
い
て
、
三
教
指
帰
久
寿
点
の
文
選
読
が
全
例
掲
げ
ら
れ
、
文
選
点

本
等
と
の
対
照
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
日
本
雅
章
「
高
山
寺
蔵
文
鏡
秘
府
論
長
寛
点
」
（
『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）
　
の
〔
追
記
〕
、
注
（
4
）
①
②
論
考
。

（
ほ
）
　
小
林
芳
規
『
酢
飯
糎
綿
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
第
六
章
第
二
節
。

（
1
3
）
　
日
本
雅
章
氏
は
注
（
4
）
②
論
考
に
お
い
て
、
仏
家
と
博
士
家
と
の
空
海
撰
述
書
の
研
究
に
お
け
る
交
流
に
つ
い
て
「
内
容
か
ら
見
て
、
博
士
家
流

を
原
流
と
す
る
も
の
の
あ
る
の
は
「
文
鏡
秘
府
論
」
「
性
霊
集
」
と
い
う
漢
詩
文
関
係
の
も
の
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
三
教

指
帰
」
も
こ
れ
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
以
下
略
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
仏
書
を
含
む
講
書
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
注
（
望
著
書
第
六
章
第
一
節
に
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
望
　
但
し
成
安
注
で
は
、
上
掲
例
の
よ
う
に
三
教
指
帰
本
文
の
直
接
の
下
敷
き
と
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
箇
所
の
引
用
例
は
他
に
は
殆
ど
な
く
、
三
教
指

帰
本
文
と
直
接
に
訓
法
を
対
比
出
来
る
例
は
少
い
。
こ
れ
は
史
記
の
引
用
に
限
ら
ず
成
安
注
全
般
の
傾
向
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
敦
光
注

（
勘
注
抄
）
　
の
方
が
、
三
教
指
帰
本
文
の
直
接
の
下
敷
き
に
さ
れ
た
漢
籍
等
の
引
文
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



（16）（17）（18）（19）

（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）

鎌
　
倉
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代
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二
九
四

小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
五
章
第
三
節
第
四
項
の
六
。
な
お
、
以
下
テ
キ
ス
ト
に
は
、
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
一
』
所
収
の
影
印
を
用
い
る
。

太
田
次
男
「
謡
胴
〔
注
三
教
指
帰
〕
鎌
倉
抄
本
に
つ
い
て
」
（
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
第
八
号
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
）
。
写
真
が
巻
首
、
巻

末
の
み
二
葉
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
は
極
め
て
正
確
、
精
緻
に
な
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
以
下
テ
キ
ス
ト
に
は
こ
の
翻
刻
を
用
い
る
。
な

お
太
田
氏
は
、
こ
の
論
考
の
時
点
で
は
こ
れ
が
成
安
注
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
い
な
い
（
佐
藤
義
寛
注
（
1
）
著
書
の
解
説
篇
第
二
章
も
参
照
）
。

築
島
裕
「
仁
和
寺
関
係
ヲ
コ
ト
点
四
種
－
浄
光
房
点
・
広
隆
寺
点
・
遍
照
寺
点
・
香
隆
寺
点
に
つ
い
て
－
」
　
（
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
第
一
四
三
号
・
文
学
科

第
六
九
号
、
平
成
四
年
二
月
）
　
参
照
。

大
谷
本
で
は
仏
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
殆
ど
テ
ニ
ヲ
ハ
し
か
加
点
し
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
田
本
で
は
履
く
漢
字
の
読
み
も

加
点
し
て
い
る
な
ど
、
加
点
の
粗
密
に
違
い
の
あ
る
部
分
は
存
す
る
。

小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
一
章
第
二
節
の
一
の
㈲
参
照
。

大
谷
本
成
安
注
に
お
け
る
史
記
の
引
用
は
、
佐
藤
義
寛
注
（
1
）
著
書
所
収
の
引
用
書
索
引
に
基
い
て
史
記
点
本
と
の
照
合
を
行
っ
た
が
、
史
の

本
文
自
体
が
要
約
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
変
っ
て
い
る
引
用
は
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。
ま
た
、
注
の
追
加
と
見
ら
れ
る
欄
外
の
書
込

み
に
お
い
て
も
史
記
の
引
用
が
存
し
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
本
行
の
成
安
注
に
お
け
る
引
用
と
は
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
行
と
同
時
に

加
点
さ
れ
た
と
見
ら
れ
　
（
前
田
本
成
安
注
の
欄
外
書
込
み
に
お
い
て
も
殆
ど
同
一
の
加
点
が
あ
る
）
、
そ
の
訓
法
に
つ
い
て
も
結
果
的
に
本
行
の
引

用
と
同
列
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
緒
に
扱
う
。

小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
四
章
第
四
節
第
一
項
の
五
、
第
五
章
第
三
節
第
二
項
、
第
四
項
等
。

ノ

リ

ト

ル

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

ト

ル

こ
れ
に
関
し
て
は
、
上
掲
⑬
に
お
け
る
大
谷
本
「
則
　
」
、
永
正
点
「
則
」
、
鎌
倉
初
期
点
「
則
」
が
存
す
る
が
、
永
正
点
の
読
み
が
い
ず
れ
で

あ
る
か
不
分
明
で
あ
る
た
め
　
（
「
ノ
ト
ル
」
　
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
）
、
除
外
し
た
。

コ
ト
く
に
ス
タ
レ
ナ
ム

⑳
の
鎌
倉
初
期
点
は
「
轟
　
弄
　
」
と
あ
り
、
こ
の
通
り
「
コ
ト
ゴ
ト
ニ
」
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
上
掲
④
の
同
様
の
意
を
表
す
部
分
が
鎌
倉

コ
ト
く
ク
に
ス
タ
レ
ナ
ム

初
期
点
で
「
壷
　
　
息
　
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
⑳
も
「
コ
ト
ゴ
ト
ク
こ
」
　
（
「
ク
」
　
の
省
記
）
　
と
見
て
お
く
。

注
（
1
4
）
に
同
じ
。

大
谷
本
成
安
注
の
史
記
の
引
用
の
中
に
は
、
「
蓋
」
　
の
呼
応
で
、

シ

テ

ス

ケ

ラ

シ

八
大
谷
本
）
蓋
往
蹄
（
平
）
蔦
．
（
上
末
2
0
ウ
3
）

ケ

タ

シ

テ

ー

シ

ケ

ラ

シ

（
永
正
点
）
蓋
－
往
蹄
　
　
鳶
．
（
左
訓
略
。
「
蓋
」
は
本
行
「
姦
」
、
傍
記
の

「
本
乍
蓋
」
　
に
よ
る
）
　
（
巻
六
十
一
老
子
伯
夷
列
伝
7
オ
）

の
よ
う
に
「
蹄
ス
ケ
ラ
シ
」
と
、
「
ケ
ラ
シ
」
を
終
止
形
に
接
続
さ
せ
る
例
が
あ
る
。
「
蓋
」
の
呼
応
の
「
ケ
ラ
シ
」
を
終
止
形
に
接
続
さ
せ
る
例
と
し

て
は
、
小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
一
章
第
二
節
の
一
の
㈲
に
、
穂
久
適
文
庫
蔵
貞
観
政
要
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
点
、
書
陵
部
蔵
礼
記
清
原
宣
賢



点
の
「
進
ム
ケ
ラ
シ
」
、
「
進
ス
、
ム
ケ
ラ
シ
」
の
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
同
論
考
に
よ
れ
ば
、
周
本
紀
の
問
題
の
箇
所
は
、
上
杉
隆
憲
氏
蔵
史
記
周

シ
ユ
イ
テ
キ
シ
ケ
ラ
シ

本
紀
室
町
期
点
で
は
「
蓋
往
蹄
　
」
の
如
く
「
キ
　
（
ク
ヰ
）
　
シ
ケ
ラ
シ
」
と
「
（
ク
ヰ
）
　
ス
」
と
の
二
訓
併
記
と
な
っ
て
い
る
。

ス

（
2
7
）
　
大
谷
本
成
安
注
に
は
上
述
の
如
く
墨
仮
名
の
み
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
て
い
る
部
分
と
朱
仮
名
、
朱
ヲ
コ
ト
点
（
円
堂
点
）
の
併
用
に
て
加
点
さ
れ

て
い
る
部
分
と
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
墨
仮
名
に
よ
る
加
点
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
前
田
本
成
安
注
と
の
右
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
見
る

と
、
大
谷
本
の
墨
仮
名
加
点
部
分
も
元
は
仮
名
と
ヲ
コ
ト
点
と
の
併
用
に
よ
る
加
点
で
あ
っ
た
も
の
が
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
、

そ
の
際
に
生
じ
た
誤
解
に
基
く
訓
か
と
見
ら
れ
る
。

（
2
8
）
　
小
林
芳
規
注
（
2
6
）
論
考
。

（
至
　
大
谷
本
成
安
注
の
史
記
の
引
用
の
中
に
は
、
対
応
す
る
永
正
点
に
お
い
て
、
「
江
説
」
（
「
菅
説
」
も
併
記
）
と
し
て
大
江
家
訓
を
併
記
し
た
箇
所

が
巻
四
に
一
箇
所
（
一
字
）
　
の
み
存
す
る
が
、
大
谷
本
で
は
こ
の
字
に
加
点
が
無
い
。

（
3
0
）
　
小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
四
章
第
四
節
第
二
唄
の
五
、
第
五
章
第
二
節
等
。

（
3
1
）
　
再
読
字
に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
博
士
は
こ
れ
ら
以
外
に
「
嘗
」
も
、
延
久
点
は
「
へ
シ
」
を
下
の
語
に
読
添
え
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、

の
　
の
　
に
カ
ハ
ル
ヘ
キ
に
　
カ
ノ
チ
に

天
下
民
営
代
二
　
父
後
〔
者
〕
一
（
孝
文
9
9
）

を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
は
、
前
節
に
お
い
て
周
本
紀
（
巻
四
）
に
つ
い
て
、
大
谷
本
成
安
注
と
永
正
点
、
高
山
寺
蔵
鎌
倉
初
期
点

と
を
比
較
し
た
中
で
、
三
者
が
異
な
る
　
（
㈲
）
　
と
し
た
も
の
の
中
に
次
掲
が
存
す
る
。

カ

ツ

キ

こ

こ

リ

　

ル

ヘ

キ

一
拍
轟
壷
鎧
賎
卵
隼
離
鮮
紀
3
ウ
）
　
（
鎌
倉
初
期
点
）
寧
琴
軋
二
翠
（
音
）

ヘ
シ
ト
イ
ハ

右
で
は
永
正
点
も
「
ヘ
シ
ト
イ
ハ
」
を
「
有
」
に
読
添
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
左
傍
に
あ
り
、
「
有
」
の
上
に
レ
点
も
あ
る
所
か
ら
見
て
「
嘗
」

へ
の
附
訓
の
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
一
方
大
谷
本
で
は
、
「
興
」
に
お
い
て
「
興
ル
ヘ
キ
」
と
「
ベ
シ
」
が
読
添
え
ら
れ
て
お
り
、
「
嘗
」

の
呼
応
の
位
置
と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、
「
ベ
シ
」
が
読
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
大
江
家
訓
に
基
く
可

能
性
を
示
す
例
に
加
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
明
巴
　
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
～
二
　
二
）
は
、
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
三
月
に
白
河
上
皇
の
皇
子
で
あ
る
仁
和
寺
覚
念
（
覚
行
）
が
一
身
阿
闇
梨

に
補
せ
ら
れ
、
大
僧
都
寛
意
よ
り
淳
頂
を
受
け
た
こ
と
を
記
録
し
た
「
中
御
室
御
津
頂
記
」
　
（
続
群
書
類
従
第
二
十
六
輯
上
所
収
）
を
草
し
て
お
り
、

そ
の
濯
頂
儀
式
に
列
席
し
た
人
物
の
中
に
済
蓮
の
名
も
見
え
て
い
る
（
虞
小
路
亨
「
済
蓮
の
研
究
－
伝
記
、
学
風
、
信
仰
－
」
仏
教
研
究
第
四
巻
第
六

号
、
昭
和
十
六
年
一
月
）
。
済
過
の
時
代
に
お
け
る
仁
和
寺
と
大
江
家
と
の
関
わ
り
を
伺
わ
せ
る
資
料
と
言
え
よ
う
か
。

（
3
3
）
　
小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
序
章
第
三
節
第
一
項
、
第
一
章
第
二
節
参
照
。

大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
訓
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

（
3
4
）
　
小
林
芳
規
注
（
1
2
）
著
書
第
二
革
第
二
節
の
一
の
川
。

（
3
5
）
　
小
林
芳
規
注
（
1
4
）
論
考
参
照
。

（
3
6
）
　
テ
キ
ス
ト
は
古
典
研
究
会
叢
書
（
汲
古
書
院
）
所
収
影
印
に
よ
る
。

（
3
7
）
　
太
田
次
男
「
震
撃
教
勘
注
抄
に
つ
い
て
」
（
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
第
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）
に
解
説
と
精
密
な
翻
刻
が
あ
る
。

（
3
8
）
　
注
（
1
5
）
も
参
照
。

（
3
9
）
　
月
本
雅
章
注
（
1
1
）
論
考
、
注
（
4
）
②
論
考
、
松
本
光
隆
「
高
山
寺
蔵
三
教
指
帰
巻
中
院
政
期
点
に
つ
い
て
」
　
（
『
昭
和
六
十
三
年
度
高
山
寺
典
籍
文

書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
』
平
成
元
年
三
月
）
、
菅
原
節
夫
・
松
本
光
隆
「
高
山
寺
本
三
教
指
帰
巻
中
院
政
初
期
点
」
　
（
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第

八
十
九
韓
、
平
成
四
年
九
月
）
　
参
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
第
十
九
回
鎌
倉
時
代
語
研
究
集
会
（
平
成
六
年
八
月
、
於
比
治
山
大
学
）
に
お
け
る
同
名
の
口
頭
発
表
に
基
き
、
そ
の
後
の
若
干
の
検

討
を
加
え
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。




